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ま
た
、
申
請
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
辞

退
し
た
も
の
と
見
な
さ
れ
ま
す
の

で
、
申
請
忘
れ
に
は
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
子
育
て
応
援
特
別
手
当
に
つ
い

て
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
も
確
認
で
き
ま
す
。
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平
成
21
年
度
版

　
子
育
て
応
援
特
別
手
当

　

平
成
20
年
度
限
定
で
実
施
さ
れ
た
子
育
て
応
援
特
別
手
当
が
、
昨
今
の

社
会
情
勢
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
平
成
21
年
度
も
限
定
措
置
と
し
て
、
第

１
子
ま
で
拡
充
し
て
再
度
実
施
す
る
予
定
で
す
。

■
対
象
者

　

平
成
21
年
10
月
１
日
時
点
の
住
民

票
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票
上
（
短

期
滞
在
の
在
留
資
格
で
在
留
す
る
方

と
不
法
滞
在
者
は
除
き
ま
す
）
で
、

就
学
前
３
学
年
（
平
成
15
年
４
月
２

日
～
平
成
18
年
４
月
１
日
生
）
の
児

童
を
養
育
す
る
家
庭
の
世
帯
主
。

■
給
付
額

　

対
象
児
童
１
人
あ
た
り
３
万
６
千

円
（
所
得
に
よ
る
制
限
は
設
け
ま
せ

ん
）　

■
申
請
方
法

　

対
象
世
帯
に
は
、
市
役
所
か
ら
各

家
庭
の
世
帯
主
あ
て
に
郵
送
で
、
申

請
書
お
よ
び
返
信
用
封
筒
を
お
送
り

す
る
予
定
で
す
。
申
請
書
に
必
要
書

類
を
添
え
て
、
申
請
期
間
内
に
お
送

り
く
だ
さ
い
。

■
添
付
書
類

１
．
世
帯
主
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ

ス
ポ
ー
ト
・
住
基
カ
ー
ド
・
外
国
人

登
録
証
明
書
の
コ
ピ
ー
な
ど
）

２
．
指
定
口
座
の
氏
名
と
番
号
が
確

認
で
き
る
書
類
（
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー

ド
・
通
帳
見
開
き
１
ペ
ー
ジ
部
分
の

コ
ピ
ー
な
ど
）

■
受
給
方
法

　

原
則
と
し
て
、
世
帯
主
本
人
の
個

人
口
座
（
普
通
預
金
）
へ
の
振
込
み

と
な
り
ま
す
。

■
申
請
期
間

　

申
請
受
付
開
始
日
か
ら
６
カ
月

間
。
申
請
開
始
日
は
、
現
時
点
で
未

定
で
す
。
決
ま
り
次
第
、
広
報
お
よ

び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

■
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
方
へ

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
か
ら
逃
れ
る

た
め
に
、
住
民
票
を
前
住
所
に
し
た

ま
ま
実
際
に
は
別
の
場
所
で
生
活
し

て
い
る
場
合
に
は
、
警
察
の
相
談

の
下
で
住
民
票
の
所
在
を
外
部
に
知

ら
れ
る
こ
と
な
く
実
際
の
居
住
地
に

設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
支
援

措
置
）。
子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、

住
民
票
を
基
に
支
給
し
ま
す
の
で
、

基
準
日
（
10
月
１
日
）
ま
で
に
こ
の

手
続
き
を
行
え
ば
、
通
常
ど
お
り
手

当
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
ど
う
し
て
も
住
民
票
を
異

動
し
た
く
な
い
、
異
動
で
き
な
い
と

い
う
方
は
、
10
月
１
日
㈭
～
30
日
㈮

ま
で
の
期
間
に
事
前
申
請
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
事
前
申
請
の
用
紙

は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

市
区
町
村
窓
口
、
配
偶
者
暴
力
支
援

セ
ン
タ
ー
、
婦
人
相
談
所
で
入
手
で

き
る
よ
う
に
な
る
予
定
で
す
。

■
そ
の
他
（
注
意
事
項
な
ど
）

　

住
民
登
録
を
き
ち
ん
と
さ
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
申
請
書
が
届
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、
限
定

措
置
で
す
の
で
、
今
後
毎
年
継
続
し

て
実
施
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

問

めざそう住みよいまちづくり

　秋の行政相談週間（10月19日㈪～ 25
日㈰）が始まります。

「わかりづらい道路案内標識を改善して

ほしい」「施設をバリアフリー化にして

ほしい」など、毎日の暮らしの中で困っ

ていること、望んでいることはありませ

んか。

　そんなときは、行政相談委員（今
いまがわ

川 

和
かずひろ

宏さん・相
あいじま

島 宏
ひろし

さん）にご相談くだ

さい。

　ご相談は無料・秘密厳守です。詳しく

は22ページをご覧ください。

　　伊奈庁舎秘書広聴課
　☎５８- ２１１１（内線１２０３）

問

水
道
量
水
器
交
換

の
お
知
ら
せ
！

　

市
で
は
、
計
量
法
に
基
づ
き
、
８

年
ご
と
に
水
道
量
水
器
を
交
換
し
て

い
ま
す
。
今
回
は
、
次
の
と
お
り
実

施
し
ま
す
の
で
、
量
水
器
交
換
の
た

め
に
市
で
依
頼
し
た
指
定
給
水
工
事

業
者
が
宅
地
内
に
入
り
作
業
を
行
う

際
は
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
使
用
水
量
に
つ
い
て
は
、

次
回
の
検
針
時
に
、
交
換
前
と
交
換

後
の
量
水
器
の
検
針
水
量
分
を
合
算

し
て
算
出
し
ま
す
。

▼
実
施
期
間
＝
10
月
１
日
㈭
～
31
日

　

㈯
▼
実
施
戸
数
＝
１
２
０
戸
（
小
絹
・

　

絹
の
台
地
区
）※
該
当
世
帯
へ
は
、

　

別
途
通
知
し
ま
す
。

▼
費
用
＝
無
料
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問

～行 政 相 談～


